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す
る
。

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

報報
の
正
誤
（
平
成
十
七
年
四
月
二
十

規

口
県
山
口
宇
部
空
港
管
理
条
例
の

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
指
名
競

告成
十
七
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講

約
の
締
結
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
協
議
に
係

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

営
玖
北
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備

目

次

則口
県
山
口
宇
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空
港
管
理
条
例
の
一

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

部
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計

週
火
・
金
曜
日
発
行

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
日
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
）

則

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
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（
河
川
開

習
の
実
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（
消
防
防
災
課
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…
…
…

…
…
…
…
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規
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届
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商
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課
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…
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…
…
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整
備
課
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村
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備
課
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…
…
…
…
…

事
業
（
向
峠
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の

部
を
改
正
す
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条
例
の
施
行
期
日
を
定

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

期
日
を
定
め
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規
則
を
こ
こ
に

発
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
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…
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整
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…
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課
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…
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二

平 成 年
月 日

（火曜日）

一

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

〃

〃

三
〇
四
一

三

千
葉
ク
リ
ニ
ッ

ク

大
字
中
村
六

一

有
限
会
社
ス

ロ
ー
ラ
イ
フ

〃

豊
北

大
字
矢
玉
六

二
の
八

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

山
口
市
大
字

敷
三
〇
四
一

三

社
会
福
祉
法
人

青
藍
会

〃

〃

三
〇
四
二

平
成
十
七
年
六
月
七
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

有
限
会
社
上
宇

部
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

宇
部
市
川
添

丁
目
四
番
二

号

医
療
法
人
社
団

下
関
市
豊
田

告

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
七
年
六
月
七
日

山
口
県
規
則
第
九
十
三
号

山
口
県
山
口
宇
部
空
港

山
口
県
山
口
宇
部
空
港
管
理

号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十

二
号

の

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

平
川

〃

大

川
七
三
〇

の

ビ
ス
フ
リ
ー

ナ
ー
ス
夢
ほ
た

る

大
字
矢
田

〇
の
一

町〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

憩

〃

豊

大
字
矢
玉

二
の
八

吉の

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

朝
倉

山
口
市
神

九
番
五
番

の

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

白
石

〃

中

丁
目
一
〇

山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

三四

有
限
会
社
上
宇

部
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

宇
部
市
川

丁
目
四
番

号

町

訪
問
看
護
サ
ー

下
関
市
豊

示

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

七
年
七
月
一
日
と
す
る
。

一

字
黒

の
一

〃

〃

〃

四
七

護

〃

北
町

六
〇

通
所
介

護

〃

〃

田
町

〃

〃

〃

央
四

番
二

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地添
三
二
四

訪
問
介

護

平
成
一
七
、
四
、

田
町

訪
問
看

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第
四
十

〃 〃八一〃 一 、 八

規

則

告

示



平

医
療

院

成 年 月 日 火曜日

居名
医
療

特
定

法
人

山 口

デ
ィ
ダ
ー

山
生

介
護

（定期）県 報

有
限
く医

療
会〃株

第 号

医
療

会医
療

光
栄

社
会
清
風

法
人
竹
内
医

周
南
市
大
字
戸
田

二
七
八
三

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

法
人
恵
愛
堂

下
関
市
竹
崎
町
三

丁
目
五
番
二
六
号

非
営
利
活
動

優
喜
会

光
市
大
字
岩
田
二

四
八
八
の
二
〇

カ
ル
テ
ン

一
丁
目
二
一
番

一
六
号

デダ

口
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

平
成
十
七
年
六
月
七
日

会
社
き
ら

玖
珂
郡
美
和
町

大
字
渋
前
六
〇

三
の
二

デき

法
人
清
仁

吉
敷
郡
小
郡
町

大
字
下
郷
七
五

一
の
四

なケタア

〃

〃

〃

〃

なケタト

式
会
社
メ

下
関
市
垢
田
町

株

法
人
八
葉

周
南
市
大
字
久

米
三
二
〇
四
の

六

生サタ

法
人
社
団

会

小
野
田
市
高
栄

一
丁
目
二
番
一

〇
号

小ケクス

福
祉
法
人

会

長
門
市
三
隅
中

三
九
三
の
一

清デセ

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
の
ん
た

周
南
市

二
七
八

山
口
県
知

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

赤
司
ク
リ
ニ
ッ
ク

介
護
サ
ー
ビ
ス

下
関
市

丁
目
五

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ

イ
フ
・
ケ
ア
き
ら

ら
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

光
市
大

四
八
八

ィ
カ
ル
テ
ン

ー

一
丁
目
二
一
番

一
六
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

イ
サ
ー
ビ
ス

ら
く

玖
珂
郡
美
和
町

大
字
渋
前
六
〇

三
の
二

ぎ
の
木
在
宅

ア

セ

ン

ー
・
デ
ィ
ケ

吉
敷
郡
小
郡
町

大
字
下
郷
七
五

一
の
四

ぎ
の
木
在
宅

ア

セ

ン

ー
・
シ
ョ
ー

ス
テ
ィ

〃

〃

〃

〃

式
会
社
メ

下
関
市
垢
田
町

野
屋
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

下
松
市
生
野
屋

南
三
丁
目
二
番

一
三
号

野
田
ラ
イ
フ

ア
ク
リ
ニ
ッ

デ
イ
サ
ー
ビ

セ
ン
タ
ー

小
野
田
市
高
栄

一
丁
目
二
番
一

〇
号

風
ポ
ラ
リ
ス

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

長
門
市
三
隅
中

三
二
六

大
字
戸
田

三

〃

三
、

〃

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

竹
崎
町
三

番
二
六
号

平
成
一
七
、

四
、

一

字
岩
田
二

の
二
〇

〃

二
、

〃

具
貸
与

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

〃

〃

四
、

〃

通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

短
期
入

所
生
活

介
護

〃

〃

〃

福
祉
用

〃

〃

平
成
一
六
、

一
二
、

〃

〃

平
成
一
三
、

四
、

〃

〃

平
成
一
七
、
五
、

〃

目
、
中
村
一
丁
目
、
中
村
二

東
琴
芝
一
丁
目
、
東
琴
芝
二

山
町
二
丁
目
、
末
広
町
、
岬

目
、
東
梶
返
二
丁
目
、
東
梶

小
路
三
丁
目
、
沼
一
丁
目
、

丁
目
、
神
原
町
一
丁
目
、
神

一
丁
目
、
松
山
町
二
丁
目
、

一
丁
目
、
昭
和
町
二
丁
目
、

目
、
明
神
町
三
丁
目
、
明
治

町
二
丁
目
、
川
添
一
丁
目
、

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

四

事
業
地

宇
部
市
亀
浦
一
丁
目
、
亀

目
、
則
貞
二
丁
目
、
則
貞
三

野
中
二
丁
目
、
野
中
三
丁
目

三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
、
上

丁
目
、
恩
田
町
三
丁
目
、
恩

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

平
成
十
七
年
六
月
七
日

一

施
行
者
の
名
称

宇
部
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

宇
部
都
市
計
画
下
水
道
事

有
限
会
社
き
ら
く

玖
珂
郡
美

字
渋
前
六

二

医
療
法
人
清
仁
会

吉
敷
郡
小

字
下
郷
七

四

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七丁

目
、
中
村
三
丁
目
、
宮
地
町
、

丁
目
、
西
琴
芝
一
丁
目
、
西
琴
芝

町
一
丁
目
、
岬
町
二
丁
目
、
岬
町

返
三
丁
目
、
東
梶
返
四
丁
目
、
大

沼
二
丁
目
、
海
南
町
、
西
梶
返
一

原
町
二
丁
目
、
常
藤
町
、
東
新
川

松
山
町
三
丁
目
、
松
山
町
四
丁
目

昭
和
町
三
丁
目
、
昭
和
町
四
丁
目

町
一
丁
目
、
明
治
町
二
丁
目
、
幸

川
添
二
丁
目
、
川
添
三
丁
目
、
琴

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

浦
二
丁
目
、
亀
浦
三
丁
目
、
亀
浦

丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、
則
貞
五
丁

、
野
中
四
丁
目
、
野
中
五
丁
目
、

野
中
町
、
野
原
一
丁
目
、
野
原
二

田
町
四
丁
目
、
恩
田
町
五
丁
目
、

年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

山
口

び
名
称

業
宇
部
市
公
共
下
水
道

和
町
大

〇
三
の

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
き
ら
く

玖字二

郡
町
大

五
一
の

な
ぎ
の
木
在
宅
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

吉字四

号

北
琴
芝
一
丁
目
、
北
琴
芝
二
丁
目

二
丁
目
、
琴
芝
町
一
丁
目
、
琴
芝

三
丁
目
、
八
王
子
町
、
東
梶
返
一

小
路
一
丁
目
、
大
小
路
二
丁
目
、

丁
目
、
西
梶
返
二
丁
目
、
西
梶
返

町
、
芝
中
町
、
東
芝
中
町
、
松
山

、
松
山
町
五
丁
目
、
錦
町
、
昭
和

、
明
神
町
一
丁
目
、
明
神
町
二

町
、
東
見
初
町
、
港
町
一
丁
目
、

崎
町
、
中
尾
一
丁
目
、
中
尾
二

日四
丁
目
、
亀
浦
五
丁
目
、
則
貞
一

目
、
則
貞
六
丁
目
、
野
中
一
丁
目

草
江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、
草

丁
目
、
恩
田
町
一
丁
目
、
恩
田
町

五
十
目
山
町
、
笹
山
町
一
丁
目
、

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
都

。県
知
事

二

井

関

成

珂
郡
美
和
町
大

渋
前
六
〇
三
の

〃

四
、

敷
郡
小
郡
町
大

下
郷
七
五
一
の

〃

〃

二

、町 丁大三町町丁港丁 丁、江二笹 市 〃〃



平成 年 月 日 火曜日

地
よ
り

る
指

入
札

一

山 口 県

目二目川広
山

（定期）報

目南目ぴ七四丁二

第 号

二町新目町京二

工
事
の
概
要

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
錦
川
総
合
開
発
事
業
一
般
国
道

名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

平
成
十
七
年
六
月
七
日

錦
川
総
合
開
発
事
業
一
般
国
道
四

工
事
場
所

玖
珂
郡
錦
町
大
字

、
上
条
四
丁
目
、
上
条
五
丁
目
、

丁
目
、
文
京
台
三
丁
目
、
東
平

、
西
平
原
三
丁
目
、
西
平
原
四
丁

上
、
大
字
上
宇
部
、
大
字
中
宇
部

瀬
、
大
字
際
波
、
大
字
中
野
開
作

口
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

、
北
小
羽
山
町
二
丁
目
、
北
小
羽

小
羽
山
町
二
丁
目
、
南
小
羽
山

、
開
四
丁
目
、
開
五
丁
目
、
開
六

あ
三
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
四
丁
目

丁
目
、
常
盤
台
一
丁
目
、
常
盤
台

丁
目
、
山
門
五
丁
目
、
寺
の
前
町

目
、
島
一
丁
目
、
島
二
丁
目
、
島

丁
目
、
浜
田
三
丁
目
、
北
条
一
丁

丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
寿
町
二
丁

一
丁
目
、
新
天
町
二
丁
目
、
東
本

町
、
若
松
町
、
上
町
一
丁
目
、
上

、
小
松
原
町
一
丁
目
、
小
松
原
町

一
丁
目
、
浜
町
二
丁
目
、
南
浜
町

町
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二

丁
目
、
東
小
羽
山
町
三
丁
目
、
東

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

四
三
四
号
付
替
道
路
（
大
和
田

要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加

、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お

山
口
県
知

三
四
号
付
替
道
路
（
大
和
田
ト

広
瀬
字
榎
平
か
ら
同
大
字
字
瀬

東
藤
曲
一
丁
目
、
東
藤
曲
二
丁

原
一
丁
目
、
東
平
原
二
丁
目
、
西

目
、
松
崎
町
、
岩
鼻
町
、
大
字

、
大
字
小
串
、
大
字
中
山
、
大

、
大
字
妻
崎
開
作
及
び
大
字
東

山
町
三
丁
目
、
北
小
羽
山
町
四

町
三
丁
目
、
風
呂
ヶ
迫
町
、
開
一

丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
一
丁
目
、

、
あ
す
と
ぴ
あ
五
丁
目
、
あ
す

二
丁
目
、
山
門
一
丁
目
、
山
門

、
沼
三
丁
目
、
南
小
串
一
丁
目

三
丁
目
、
下
条
一
丁
目
、
下
条

目
、
北
条
二
丁
目
、
上
条
一
丁

目
、
寿
町
三
丁
目
、
常
盤
町
一

町
一
丁
目
、
東
本
町
二
丁
目
、

町
二
丁
目
、
中
央
町
一
丁
目
、

二
丁
目
、
鵜
の
島
町
、
西
本
町

一
丁
目
、
南
浜
町
二
丁
目
、
西

丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
、
東
小

小
羽
山
町
四
丁
目
、
東
小
羽
山

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

ト
ン
ネ
ル
）
工
事
の
契
約
に
係

資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該

り
定
め
た
。

事

二

井

関

成

ン
ネ
ル
）
工
事

の
上
ま
で
の
間

目
、
文
京
台
一
丁
目
、
文
京
台

平
原
一
丁
目
、
西
平
原
二
丁

西
岐
波
、
大
字
沖
宇
部
、
大
字

字
沖
ノ
旦
、
大
字
藤
曲
、
大
字

須
恵

丁
目
、
南
小
羽
山
町
一
丁
目
、

丁
目
、
開
二
丁
目
、
開
三
丁

あ
す
と
ぴ
あ
二
丁
目
、
あ
す
と

と
ぴ
あ
六
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ

二
丁
目
、
山
門
三
丁
目
、
山
門

、
南
小
串
二
丁
目
、
西
小
串
一

二
丁
目
、
浜
田
一
丁
目
、
浜
田

目
、
上
条
二
丁
目
、
上
条
三
丁

丁
目
、
常
盤
町
二
丁
目
、
新
天

朝
日
町
、
松
島
町
、
相
生
町
、

中
央
町
二
丁
目
、
中
央
町
三
丁

一
丁
目
、
西
本
町
二
丁
目
、
浜

中
町
、
助
田
町
、
鍋
倉
町
、
文

羽
山
町
一
丁
目
、
東
小
羽
山
町

町
五
丁
目
、
北
小
羽
山
町
一
丁

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

評
定
値
が
八
百
五
十
以
上

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札

入
札
参
加
資
格
の
審
査

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

経
営
事
項
審
査
結
果

３

出
資
比
率
が
二
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

成
十
七
年
六
月
六
日
ま
で

六
年
三
月
一
日
以
降
に
経

第
一
項
に
規
定
す
る
総
合

事
項
審
査
」
と
い
う
。
）

る
こ
と
。

共
同
企
業
体
の
代
表
者

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
四
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

工

法

延

ナ
ト
ム
工
法

七
〇
七

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

通
知
書
の
写
し

で
あ
る
こ
と
。

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示

請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以

。の
写
し

通
知
書
の
写
し
又
は
総
合
評
定
値

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一

に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

営
事
項
審
査
を
受
け
た
場
合
に
あ

評
定
値
の
通
知
）
を
行
っ
た
も
の

の
土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
点
又

以
外
の
者
の
経
営
事
項
審
査
の
土

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
五
百
五
十
九
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

長

道

メ
ー
ト
ル

九
・
七
五
メ
ー
ト

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

三

四
の

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体

下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

通
知
書
の
写
し

項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
で

知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
（
平
成

っ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
の
二
十

の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以
下
「
経

は
総
合
評
定
値
が
千
二
百
以
上
で

木
一
式
工
事
の
総
合
評
点
又
は
総

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

路

幅

員

ル
（
車
道
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
）

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者

競提 平十九営あ合 る告規規。 で
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四
三

第 号

〃

〃

七

午
前

正
午

消
防
法
第
十
三
条
の
二
十
三
に
規

作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者

講
習
の
日
時
及
び
場
所

給
油
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物

日

平
成
一
七
、

七
、

五

午
前

正
午

〃

〃

六

午
後

午
後

二
一
）
平
成
十
七
年
度
危
険
物
取

防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
を
次

平
成
十
七
年
六
月
七
日

受
講
対
象
者

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

七
四
四
）
に
す
る
こ
と
。

公

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
錦
川
総
合
開
発
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
六
月
七
日
か
ら
同

入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

九
時
か
ら

ま
で

長
門
市
仙
崎
公
民

定
す
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は

の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険

時

場

九
時
か
ら

ま
で

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

一
時
か
ら

四
時
ま
で

萩
市
大
字
江
崎
八

山
口
は
ぎ
漁
業
協

扱
者
保
安
講
習
の
実
施

八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
十

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

山
口
県
知

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

、
山
口
県
錦
川
総
合
開
発
事
務

告

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

玖
珂
郡
錦
町
大
字
広
瀬
七
八

間月
二
十
一
日
ま
で
の
午
前
九
時

通
知
方
法

館 取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取

物
取
扱
者
に
対
す
る
講
習

所

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

七
六
五
の
一
一

同
組
合
江
崎
支
所

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

事

二

井

関

成

書
を
平
成
十
七
年
七
月
八
日
ま

所
（
電
話
〇
八
二
七

七
二

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

〇
番
地

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

〃

〃

二
七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

定
す
る
特
定
事
業
所
に
お

危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従

日

平
成
一
七
、

七
、

五

〃

〃

二
六

〃

〃

二
八

〃

一
〇
、
一
三

〃

〃

一
九

〃

一
一
、

一

〃

〃

八

〃

〃

一
〇

〃

〃

一
七

〃

〃

二
三

〃

〃

二
六

〃

九
、

二

〃

〃

二
一

〃

〃

二
二

〃

〃

一
五

〃

〃

二
二

〃

〃

二
六

〃

〃

二
九

〃

八
、

二

〃

周
南
市
社
会

山
口
は
ぎ
漁

災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律

け
る
危
険
物
施
設
（

に
掲
げ
る

事
す
る
危
険
物
取
扱
者
に
対
す
る

時

場

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

周
南
市
鼓
海

財
団
法
人
周

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

防
府
天
満
宮

〃

下
関
消
防
訓

〃

萩
市
大
字
須

山
口
は
ぎ
漁

〃

萩
市
消
防
本

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

周
南
市
社
会

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

長
門
市
油
谷

山
口
な
が
と

〃

萩
市
三
見
三

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

山
口
市
大
手

山
口
県
教
育

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

山
口
県
民
文

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

萩
市
大
島
五

萩
市
大
島
漁

〃

柳
東
文
化
会

〃

萩
市
大
井
一

萩
市
大
井
湊

〃

防
府
市
松
崎

〃

長
門
市
日
置

山
口
な
が
と

〃

下
関
消
防
訓

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

〃

下
松
市
大
字

中
国
電
力
株

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

美
祢
市
大
嶺

美
祢
勤
労
者

文
化
ホ
ー
ル

業
協
同
組
合
三
見
支
所

第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
六
号
に

危
険
物
施
設
を
除
く
。
）
に
お
い

講
習

所

二
丁
目
一
一
八
の
二
四

南
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

川
上
七
四

業
協
同
組
合

参
集
殿

練
セ
ン
タ
ー

佐
四
七
四
〇
の
一
〇

業
協
同
組
合
須
佐
支
所

部文
化
ホ
ー
ル

向
津
具
下
一
八
七
八
の
三

漁
業
協
同
組
合
大
浦
支
所

三
三
三

町
二
番
一
八
号

会
館

化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

の
七
村
セ
ン
タ
ー

館九
九
一

漁
村
セ
ン
タ
ー

町
一
四
番
一
号

上
二
六
五
五
の
七

漁
業
協
同
組
合
黄
波
戸
支
所

練
セ
ン
タ
ー

川
上
七
四

業
協
同
組
合

平
田
四
八
四

式
会
社
下
松
発
電
所

町
東
分
四
一
八
の
八

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 四

規て

公

告
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〃

〃

一
六

〃

す
る
危
険
物
取
扱
者
に
対
す
る
講

日

平
成
一
七
、

七
、
二
二

午
後

午
後

〃

八
、

三

午
前

正
午

〃

九
、

九

〃

〃

〃

一
三

午
後

午
後

〃

〃

一
四

〃

〃

〃

三
〇

〃

〃

一
〇
、

五

〃

〃

〃

二
七

午
前

正
午

〃

一
一
、

二

〃

〃

〃

一
五

午
後

午
後

及
び

に
掲
げ
る
危
険
物
施

〃

九
、

六

〃

〃

〃

七

〃

〃

〃

八

午
前
正
午

〃

〃

一
五

午
後
午
後

〃

〃

二
七

午
前
正
午

〃

〃

二
九

午
後
午
後

〃

〃

二
九

〃

〃

八
、

九

〃

〃

〃

二
四

午
前
正
午

〃

〃

二
五

午
後
午
後

下
松
市
大
字
平
田

中
国
電
力
株
式
会

習時

場

一
時
か
ら

四
時
ま
で

下
関
消
防
訓
練
セ

九
時
か
ら

ま
で

光
市
大
字
光
井
四

武
田
薬
品
工
業
株

光
地
区
消
防
組
合

一
時
か
ら

四
時
ま
で

山
陽
小
野
田
市
消

山
口
県
民
文
化
ホ

山
口
県
民
文
化
ホ

周
南
市
社
会
文
化

九
時
か
ら

ま
で

山
陽
小
野
田
市
大

西
部
石
油
株
式
会

宇
部
市
大
字
川
上

山
口
宇
部
農
業
協

一
時
か
ら

四
時
ま
で

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

設
以
外
の
危
険
物
施
設
に
お
い

周
南
市
社
会
文
化

山
口
県
民
文
化
ホ

九
時
か
ら

ま
で

玖
珂
郡
和
木
町
和

三
井
化
学
株
式
会

一
時
か
ら

四
時
ま
で

山
口
県
民
文
化
ホ

九
時
か
ら

ま
で

宇
部
市
大
字
川
上

山
口
宇
部
農
業
協

一
時
か
ら

四
時
ま
で

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

下
松
市
大
字
平
田

中
国
電
力
株
式
会

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

九
時
か
ら

ま
で

玖
珂
郡
和
木
町
和

三
井
化
学
株
式
会

一
時
か
ら

四
時
ま
で

周
南
市
鼓
海
二
丁

財
団
法
人
周
南
地

四
八
四

社
下
松
発
電
所

所

ン
タ
ー

七
二
〇

式
会
社
光
工
場

消
防
本
部

防
本
部

ー
ル
い
わ
く
に

ー
ル
い
わ
く
に

ホ
ー
ル

字
西
沖
五

社
山
口
製
油
所

七
四

同
組
合

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事

ホ
ー
ル

ー
ル
い
わ
く
に

木
六
丁
目
一
番
二
号

社
岩
国
大
竹
工
場

ー
ル
い
わ
く
に

七
四
同
組
合

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

四
八
四

社
下
松
発
電
所

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

木
六
丁
目
一
番
二
号

社
岩
国
大
竹
工
場

目
一
一
八
の
二
四

域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

部
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

〇
）
又
は
社
団
法
人
山
口
県

る
こ
と
。

四

提
出
書
類

受
講
申
請
書

五

受
講
手
数
料

四
千
七
百
円
に
相
当
す
る

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な

六

そ
の
他

受
講
案
内
、
受
講
申
請
書

〃

〃

一
七

〃

〃

一
八

〃

〃

二
二

〃

〃

三
〇

三

受
講
申
請
書
の
提
出
期
限

各
講
習
実
施
日
の
二
十
日

地
の
一
（
郵
便
番
号
七
五
三

〃

〃

二
五

〃

一
一
、

二

〃

〃

一
一

〃

〃

一
六

〃

〃

二
二

〃

〃

二
七

〃

一
〇
、

四

〃

〃

七

〃

〃

一
四

山
口
県
総
務
部
消
防
防
災
課

危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
（
電
話

山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
請
書

い
こ
と
。

等
の
請
求
及
び
こ
の
講
習
に
つ
い

〃

萩
市
消
防
本

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

山
陽
小
野
田

〃

美
祢
市
大
嶺

美
祢
勤
労
者

〃

防
府
市
松
崎

防
府
天
満
宮

及
び
提
出
先

前
ま
で
に
、
最
寄
り
の
消
防
本
部

〇
〇
八
三
）
社
団
法
人
山
口
県

午
後
四
時
ま
で

社
会
福
祉
法

山
陽
支
所

〃

周
南
市
鼓
海

財
団
法
人
周

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

光
地
区
消
防

〃

山
口
市
大
手

山
口
県
教
育

〃

防
府
市
松
崎

防
府
天
満
宮

〃

宇
部
市
大
字

山
口
宇
部
農

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

下
関
消
防
訓

〃

柳
東
文
化
会

午
後
一
時
か
ら

山
陽
小
野
田

五

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
三

〇
八
三

九
二
三

七
七
九
九
）

の
所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の

て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
消
防

部市
消
防
本
部

町
東
分
四
一
八
の
八

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

町
一
四
番
一
号

参
集
殿

又
は
山
口
市
大
字
後
河
原
一
五
〇

危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
に
提
出

人
山
陽
小
野
田
市
社
会
福
祉
協
議

二
丁
目
一
一
八
の
二
四

南
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

川
上
七
四

業
協
同
組
合

組
合
消
防
本
部

町
二
番
一
八
号

会
館

町
一
四
番
一
号

参
集
殿

川
上
七
四

業
協
同
組
合

練
セ
ン
タ
ー

館市
大
字
鴨
庄
九
二

六に 収本 番す 会



平成 年 月 日 火曜日

八一二三

山 口

五六七
第

（定期）県 報

一二三四

第 号

す手
（
三次

随
意
契
約

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

山
口

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

行
財
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

平
成
十
七
年
四
月
一
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都

契
約
金
額

三
億
九
千
七
百
三
万
千
百
七
十
二

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

山
口

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

電
子
計
算
機
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
業

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

る
こ
と
。
郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る

を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用

二
二
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
十
七
年
六
月
七
日

所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

び
数
量

一
式

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番

円由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

山
口
県
知

所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

び
数
量

務

一
式

場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用

封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

六
号

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

事

二

井

関

成

す
る
か
、
又
は
八
十
円
分
の
切

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

二
億
二
千
二
百
三
十
九
万

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

や
ま
ぐ
ち
情
報
ス
ー
パ
ー

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・

六

契
約
金
額

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及

株
式
会
社
時
事
通
信
社

六

契
約
金
額

三
千
四
百
四
十
七
万
三
千

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

円し
た
理
由

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

成称
及
び
所
在
地

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
用
・
保
守
業
務

た
手
続

た
日

び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

テ
ィ
ネ
オ
メ
イ
ト
中
国

広
島
市

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

成称
及
び
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

た
日

び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
一
五

六
百
円

し
た
理
由

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政

一
式

中
区
上
八
丁
堀
六
番
六
五
号

番
八
号

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政

六

令 令



平成

第
八

年 月 日 火曜日

四五六七

山 口 県

一二三

（定期）報

六七
第

八

第 号

二三四五

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

契
約
担
当
者

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

富
士
電
機
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

契
約
金
額

四
千
八
百
四
十
八
万
四
千
八
百
円

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

山
口

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
及
び

一
式

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

富
士
電
機
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

契
約
金
額

五
千
二
百
八
十
五
万
千
七
百
十
八

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
及
び

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
三
番
町
六

由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

び
数
量

総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
パ

東
京
都
千
代
田
区
三
番
町
六

円由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

び
数
量

総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
機

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

番
地
一
七

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
等
保
守
業
務

番
地
一
七

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

器
等
保
守
業
務

一
式

名

称

新
山
口
新
幹

所
在
地

吉
敷
郡
小
郡

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
七
年

課
及
び
小
郡
町
役
場
に
お
い
て

平
成
十
七
年
六
月
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

五
千
五
百
六
十
五
万
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関

（
三
二
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

用
管
理
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及

富
士
電
機
シ
ス
テ
ム
ズ
株

六

契
約
金
額

山
口
県
知
事

二
井

関

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ

線
名
店
街

町
大
字
下
郷
一
三
五
七
の
一

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

六
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

及
び
所
在
地

し
た
理
由

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

成立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

た
手
続

た
日

び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
三
番

成称
及
び
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

ム
、
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
及

七

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

県
知
事

二

井

関

成

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政

よ
る
届
出

町
六
番
地
一
七

び
職
員
認
証
基
盤
シ
ス
テ
ム
二
次

の政 令 運



平

〃〃

成 年 月 日 火曜日

防〃〃〃〃〃〃〃

山 口

土
改
良

一

（定期）県 報

四五（
三

第 号

二
中式

三

〃監

府
市
小
野
土
地
改
良
区

理〃〃〃〃〃〃〃

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
十
七
年
六
月
七
日

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

有
限
会
社
グ
ル

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
五
日

二
四
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

国
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
株

会
社

広
島

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

原
田

実

〃

大

事

末
冨

靖
久

〃

大

事

内
藤

秀
彦

防
府
市
大

山
崎

忠
士

〃

〃

田
中

和
男

〃

大

山
本

毅

〃

大

上
田

武
司

〃

大

雪
野

英
明

〃

大

山
下

巌

〃

大

藤
井

昌
弘

〃

大

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

別

氏

名

住

ー
ヴ
ィ
カ
ト
ウ

加
藤

光
枝

名
及
び
住
所
の
届
出

代
表
者
の
氏
名

住市
南
区
松
原
町
一
番
二
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

字
奈
美
三
〇
五

字
中
山
四
〇
七

字
鈴
屋
一
一
一
二

三
一
四

字
奈
美
四
〇
三

字
奥
畑
一
〇

字
久
兼
一
四
の
一

字
中
山
一
八
の
一

字
和
字
五
五
〇

字
真
尾
六
六
〇

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成所

加
藤

玄
吾

所

代
表
者
の
氏
名

林

彦

前

変

更

後

〃〃 〃〃〃〃美
祢
郡
美
東
町
土
地
改
良

区〃〃〃 防
府
市
小
野
土
地
改
良
区

〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃
二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

〃〃美
祢
郡
美
東
町
土
地
改
良

区〃〃〃〃

〃

上
田
平
太
郎

〃

〃

野
村

斉

〃

〃

原
田

清

〃

監

事

末
冨

靖
久

〃

〃

佐
伯

忠
義

〃

〃

丸
田

和
則

〃

理

事

山
本

静

美
祢

〃

吉
村

順
介

〃

〃

斉
藤
豊
三
郎

〃

〃

北
村

昌
彦

〃

理

事

内
藤

秀
彦

防
府

〃

山
崎

忠
士

〃

〃

田
中

和
男

〃

〃

山
本

毅

〃

〃

上
田

武
司

〃

〃

雪
野

英
明

〃

〃

山
下

巌

〃

〃

藤
井

昌
弘

〃

〃

井
上

洋
正

〃

〃

上
田

強
治

〃

〃

村
田

泰
弘

〃

監

事

桑
原

浩

〃

〃

井
上

卓
韶

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

〃

佐
伯

忠
義

〃

〃

丸
田

和
則

〃

理

事

徳
重

和
文

美
祢

〃

堀
田

稔

〃

〃

新
家

司
一

〃

〃

重
枝

正
芳

〃

〃

河
村

博

〃

〃

〃

三
四
六

〃

大
字
綾
木
一
〇
八
八

大
字
奈
美
六
九
九
の
一

大
字
中
山
四
〇
七

大
字
久
兼
六
三
四

大
字
真
尾
一
一
六
六
の
六

郡
美
東
町
大
字
絵
堂
一
〇
九
五
の

〃

大
字
赤
三
二
九
二

〃

大
字
大
田
五
九
六
四

〃

〃

二
六
九
五

市
大
字
鈴
屋
一
一
一
二

〃

三
一
四

大
字
奈
美
四
〇
三

大
字
奥
畑
一
〇

大
字
久
兼
一
四
の
一

大
字
中
山
一
八
の
一

大
字
和
字
五
五
〇

大
字
真
尾
六
六
〇

〃

〃

一
五
七
三

〃

大
字
真
名
二
八
四
〇

〃

大
字
長
田
七
七
八

〃

大
字
絵
堂
一
九
八
七

〃

大
字
真
名
二
一
五
三
の

所

大
字
久
兼
六
三
四

大
字
真
尾
一
一
六
六
の
六

郡
美
東
町
大
字
赤
九
〇
一

〃

〃

二
八
五
五

〃

大
字
大
田
二
四
六
七

〃

〃

六
一
五
一

〃

大
字
綾
木
二
二
七
八

八

一 一



平成 年 月 日 火曜日

三（
三土

次
の

山 口 県

と
お

一
由

二

（定期）報

（
三次

律
第

て
準

条
の

項
の

第 号

〃〃〃〃〃〃〃
平
成
十
七
年
六
月
七
日

平
成
十
七
年
六
月
八
日
か
ら
同
月

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

二
六
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

事
業
の
内
容

市
町
村
名

施
行

宇
町

由
西
地

縦
覧
の
期
間

二
五
）
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良

の
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良
事
業

百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三

用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規

三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る

〃〃〃〃〃監〃

山
口
県
知

二
十
七
日
ま
で

完
了
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

地
区

事
業

区

か
ん
が

事
業
の
計
画
の
変
更
の
協
議
に

の
計
画
の
変
更
の
協
議
は
、
土

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

定
に
よ
り
、
適
当
で
あ
る
と
決

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い

変
更
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
計

山
村

正
義

〃

〃

楠

成
雄

〃

〃

弘
重

泰
夫

〃

〃

森
本

明
公

〃

〃

山
本

憲
治

〃

〃

事

斉
藤

誠
次

〃

〃

佐
藤

勝
美

〃

〃
事

二

井

関

成

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

の
種
類

い
排
水

係
る
決
定

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い

定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の

〃

三
二
三
五

〃

四
九
七
八

大
字
長
田
七
一
五

〃

一
二
六
三

大
字
真
名
一
六
三
七

大
字
大
田
五
五
九
六

大
字
綾
木
二
七
五

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

玖
珂
郡
玖
珂
町
字
森
兼

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

（
三
二
八
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
六
月
七
日

平
成
十
七
年
六
月
七
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
玖
北
地
区
中
山
間
地

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
六
月
八
日
か

三

縦
覧
の
場
所

〃

尾ほ

（
三
二
七
）
県
営
玖
北
地
区
中

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
玖
北
地
区
中
山
間
地
域
総

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

に
供
し
ま
す
。

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

長
門
市

下た

〃

矢た

〃

市た
域
の
名
称

課る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

山
口

山
口

域
総
合
整
備
事
業
（
向
峠
換
地
区

ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

崎
地
区

場
の
整
備

平
成
一
二
、
〃

山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
向
峠

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
向
峠

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

神
手
地
区

め
池
の
整
備

平
成
一
四
、
一
〇

方
ヶ
浴
地
区

め
池
の
整
備

〃

〃

井
ヶ
浴
地
区

め
池
の
整
備

平
成
一
五
、
一
二

九

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
六

平
成
一
七
、

三
、
一

換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

工
事
完
了
時
期

、
二
九

平
成
一
六
、

三
、
三

〃

〃

〃

〃

、
一
二

〃

一
二
、
一

に 四、の覧 一〇



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

平
ペ

第 号

二正
七
年
六
月
七
日
印
刷

発

七
年
六
月
七
日
発
行

発

成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

ー
ジ

段

行

九

上

一
一

五
・
二
ヘ

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

周
南
市
松
保
町
二
番
八

一
〇
〇

株
式
会
社
テ
ィ
ー
シ
ー
コ
ム

雑

誤

行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

告
示
第
二
百
六
十
七
号
（
臨
港

誤

ク
タ
ー
ル

五
・
六

び
氏
名

一
号

報

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

地
区
の
分
区
の
指
定
）

正

ヘ
ク
タ
ー
ル

百
円
（
送
料
共
）

一
〇

雑

報


